
要
介
護
認
定
者
の
所
得
税
・
町
県
民
税
申
告
控
除

平
成
24
年
分

　
　
　

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

◎
認
定
書
交
付
対
象
者

　

毎
年
12
月
31
日
現
在
、
町
内
に

お
住
ま
い
の
65
歳
以
上
の
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
次
の

表
に
該
当
す
る
方
。

※
該
当
す
る
方
に
は
、
１
月
中
旬

に
福
祉
課
か
ら
申
請
手
続
き
の

お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て
も
、
寝
た
き
り
の
状
態

や
認
知
症
な
ど
で
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
、
税
の
申
告
の
と
き
に
「
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
添
付
す
る
こ
と
で
障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
中
に
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
老
齢
ま
た
は
退
職
を

理
由
に
年
金
を
受
け
取
ら
れ
た
方
に
、
１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票（
ハ
ガ
キ
）が
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。

　

証
明
内
容
は
、
平
成
24
年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金
の
金
額
や
源
泉
徴
収

さ
れ
た
所
得
税
額
等
で
す
。

　

こ
の
証
明
書
は
確
定
申
告
に
必
要
な
添
付
書
類
で
す
の
で
、
紛
失
し
な

い
よ
う
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
や
届
い

て
い
な
い
場
合
は
、
再
発
行
が
で
き
ま
す
の
で
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◎
交
付
申
請
手
続
き
手
順

①
送
付
さ
れ
た
申
請
書
と
印
か
ん

を
持
っ
て
福
祉
課
介
護
班
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

②
介
護
班
で
申
請
内
容
を
確
認
し

ま
す
。

③
介
護
班
か
ら
該
当
す
る
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付
し

ま
す
。

◎
交
付
申
請
を
す
る
必
要
が
な
い

方
・
す
で
に
障
害
者
手
帳
等
を
お
持

ち
で
、
該
当
す
る
障
害
者
控
除

を
受
け
て
い
る
方

・
本
人（
対
象
者
）ま
た
は
扶
養
義

務
者
が
非
課
税
で
、
申
告
を
す

る
必
要
が
な
い
方

◆
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
介
護
班

☎（
84
）１
２
５
７

受
付
時
間

○
月
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

○
火
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
翌

日
以
降
の
開
所
日
初
日
は
午
後

７
時
ま
で

○
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
祝
日
、
平
成
24
年
12
月
29
日
〜

平
成
25
年
１
月
３
日
は
ご
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

◆
問
い
合
わ
せ

日
本
年
金
機
構

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
Ｉ
Ｐ
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
電
話
の
場
合

☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

大
切
に
保
管
を
！

設
定
区
分

障
害
理
由

認
定
基
準

障
害
者

特
別
障
害
者

寝
た
き
り
老
人

知
的
障
害
者

（
軽
度
・
中
度
）に
準
ず
る

知
的
障
害
者

（
重
度
）に
準
ず
る

主
治
医
意
見
書
の
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

が
Ⅱ
a
、Ⅱ
b
、Ⅲ
a
ま
た
は
Ⅲ
b
で
あ
る
方

主
治
医
意
見
書
の
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

が
Ⅳ
ま
た
は
Ｍ
で
あ
る
方

主
治
医
意
見
書
の
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
が

Ｂ
１
、Ｂ
２
、Ｃ
１
ま
た
は
Ｃ
２
で
あ
る
方
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